
平成27年８月１日より

１．介護保険一部負担額
（介護保険負担割合証に２割と記載がある方につきましては、下記金額に２を乗じた金額となります）

【基本部分】

入浴を行った場合 1,234円

全身入浴が困難で、清拭又
は部分浴を実施した場合

864円

【加算】

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）ロ

24円 /回

大野和光園訪問入浴介護事業所

【料金表】

所定料金に3.4％
を乗じた料金

/月

⑥ 労働保険料の納付が適正に行われているこ
と。
⑦ 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ
と。
（一） 介護職員の任用の際における職責又は
職務内容等の要件を定めていること。
（二） （一）の要件について書面をもって作
成し、全ての介護職員に周知していること。
（三） 介護職員の資質の向上の支援に関する
計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又
は研修の機会を確保していること。
（四） （三）について、全ての介護職員に周
知していること。
⑧ 平成27年4月から②の届出の日の属する月
の前月までに実施した介護職員の処遇改善の
内容及び当該介護職員の処遇改善に要した費
用を全ての介護職員に周知していること。

研修等を実施しており、かつ、次のいずれか
に該当する場合に加算します。
・介護職員の総数のうち、介護福祉士の占め
る割合が30％以上であること。
・介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職
員基礎研修修了者の合計が50％以上であるこ
と。

介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）

以下の要件を満たす場合に加算します。
① 賃金改善に要する費用の見込み額が、介護
職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃
金改善に関する計画を策定し、当該計画に基
づき適切な措置を講じていること。
② ①の賃金改善に関する計画、当該計画に係
る実施期間及び実施方法その他の介護職員の
処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改
善計画書を作成し、全ての介護職員に周知
し、都道府県知事に届け出ていること。
③ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する
賃金改善を実施すること。
④ 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関す
る実績を都道府県知事に報告すること。
⑤ 算定日が属する月の前12月間において、
労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の
労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に
処せられていないこと。
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